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別紙１ 

強化プラスチック製二重殻タンクの構造安全性の確認方法 

 

１ 材料試験（構造に関する事項に限る。） 

（１）試験片 

   試験片は、地下貯蔵タンク（地下貯蔵タンクと外殻の成型方法が異なる場合は外殻も含む。）の一部から

切り出したもの又は当該タンクの製造と同一条件で製作したものを用いること。 

（２）試験方法 

  ア 引張試験は、引張強さ及び引張弾性率をそれぞれ10個の試験片について、JIS K 7054「ガラス繊維強化

プラスチックの引張試験方法」によって行い、平均値を求めること。この場合において試験速度は、原則

として当該規格の速度Aとすること。 

    なお、引張強さについては、標準偏差を求めること。 

    ポアソン比については、3以上の試験片において測定した平均値により求めることを原則とするが、既

往の試料から推定が可能な場合はこれによることができること。 

  イ 曲げ試験は、曲げ強さ及び曲げ弾性率をそれぞれ10個の試験片について、JIS K 7055「ガラス繊維強化

プラスチックの曲げ試験方法」によって行い、平均値を求めること。 

    なお、曲げ強さについては、標準偏差を求めること。 

（３）試験結果の整理 

   許容応力（2の(3)に使用）は、次の式により算出すること。 

( )
4

St2Xt
ft

−
=  

( )
4

St2Xb
fb

−
=  

ここに、ft ：引張りの許容応力 

fb ：曲げの許容応力 

Xt ：引張強さの平均値 

Xb ：曲げ強さの平均値 

St ：引張強さの標準偏差 

Sb ：曲げ強さの標準偏差 

２ 内圧試験及び外圧試験 

  内圧試験及び外圧試験は、それぞれ次によって行い、その各状態においてひずみ及び変形を測定し、1の材

料試験の結果と合わせて(3)の安全性の確認を行い、また、試験後において目視によって測定箇所以外の変形等

異常の有無の確認を行うものとすること。 

  内圧試験及び外圧試験は、同一の強化プラスチック製二重殻タンクを用いて行うこと。 

（１）内圧試験（規則第24条の2の4第2号に定める安全な構造の確認） 

  ア 試験圧力 

試験圧力は、70kPa以上の水圧とすること。ただし、圧力タンクにあっては、最大常用圧力の1.5倍以上

とすること。 

  イ 試験方法 

    地下貯蔵タンク及び外殻に大きな応力が発生すると予想される箇所の内外面に2軸ひずみゲージを張り、

タンクを設置する基礎と同じ構造の基礎に固定し、タンクに水を注入して加圧し、4段階以上の荷重で主

軸方向のひずみ及び変形を測定すること。 

    測定箇所は、大きな応力が発生すると予想される鏡部分、接合部分、アンカーで固定される部分、地下
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貯蔵タンクの構造上の補強措置（スティフナー）の部分等を重点的に200ポイント以上とすること。ただ

し、有限要素法（FEM）による解析等により、大きな応力が発生する箇所が予想されている場合は、測定

箇所を減少することができる。 

    この場合において、次の点に留意すること。 

① 主軸方向をx、yとし、内外の同じ位置のものを一組として1箇所とすること。 

② 主軸方向が不明の場合は、3軸ゲージによって主ひずみを求めること。 

③ 変形は、主要な箇所2箇所以上で、かつ、2方向以上計測し、最大目盛り1/50mm以下の変位計を用い

て各荷重段階において計測すること。 

④ 温度差による誤差が生じないよう管理を行うか又は補正等を考慮すること。 

⑤ 荷重段階は、試験圧力を4以上に等分して行うこと。 

⑥ 圧力保持時間は試験圧力時において1時間以上とすること。 

  ウ 試験結果の整理 

（ア）ひずみの算出 

  x、y方向の引張ひずみと曲げひずみは、測定された主ひずみを用い、次の式により算出すること。 
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ここに、 tx 、 ty ：x、y方向の引張ひずみ 

    bx 、 by ：x、y方向の曲げひずみ 

    
1x 、

1y ：測定点における内表面の主ひずみ 

    
0x 、 0y ：測定点における外表面の主ひずみ 

（イ）応力の算出 

   引張応力と曲げ応力は、1の材料試験の結果における平均弾性率及びポアソン比を用い、次の式によ

り算出すること。 
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ここに、 tx 、 ty ：x、y方向の引張応力 

bx 、 by ：x、y方向の曲げ応力 
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Et、Eb：材料試験によって求めた引張弾性率及び曲げ弾性率 

 ：使用材料のポアソン比 

（２）外圧試験（規則第24条の2の4第1号に定める安全な構造の確認） 

  ア 試験方法 

タンクを設置する基礎と同じ構造の基礎を水槽に設け、当該基礎にタンクを固定し、水槽内に水を注入

し、4段階以上の荷重で主軸方向のひずみ及び変形を測定すること。 

最高水位は、タンクの最上部の外殻の外面から50cm以上の高さとし、タンク底部から最高水位までをほ

ぼ4以上に等分した高さの水位ごとに測定すること。 

測定箇所は、大きな応力が発生すると予想される鏡部分、接合部分、アンカーで固定される部分、地下

貯蔵タンクの構造上の補強措置（スティフナー）の部分等を重点的に200ポイント以上とすること。ただ

し、有限要素法（FEM）による解析等により、大きな応力が発生する箇所が予想されている場合は、測定

箇所を減少することができる。また、水位保持時間は、最高水位時において1時間以上とすること。 

なお、この試験における留意点は、(1)イ①から④までと同様であること。 

  イ 試験結果の整理 

ひずみ及び応力の算出は、(1)ウの例によること。 

（３）構造安全性の確認 

  ア 変形量の確認 

内圧試験及び外圧試験において、変形量が地下貯蔵タンクの直径の3%以内であること。この場合におい

て、タンク形状が矩形等の場合にあっては、短辺方向の内寸法を指すものであること。 

なお、測定箇所は、大きな応力が発生すると予想される鏡部分、接合部分、アンカーで固定される部分、

地下貯蔵タンクの構造上の補強措置（スティフナー）の部分等を重点的に10箇所以上とすること。 

  イ 応力度比の確認 

    内圧試験及び外圧試験において算出された発生応力（ tx 、 ty 、 bx 、 by ）及び許容応力（ft、fb）

がすべての測定点において、次の式をいずれも満たすことを確認すること。 
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